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改正特許法の関連条文 

 

（特許出願等に基づく優先権主張）  

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出

願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有す

る特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」

という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案

登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、

外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許

出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。  

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合（その

特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことにつ

いて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で

定める期間内にされたものである場合を除く。） 

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな

特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る

特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づ

く特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四

十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案

登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出

願の変更に係る実用新案登録出願である場合  

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下さ

れている場合  

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場

合  

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規

定する設定の登録がされている場合  

２ 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優

先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請

求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語

書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の

出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は

第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（第四十三条の三第三項において

準用する場合を含む。）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項（これ

らの規定を同法第十一条第一項 において準用する場合を含む。）の規定によ
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る優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権

の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲

若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載さ

れた発明を除く。）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第

一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二

号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（第

六十五条第六項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）に

おいて準用する場合を含む。）並びに第百二十六条第七項（第十七条の二第六

項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場

合を含む。）、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一

条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法（昭和三十四年法律第百二十七

号）第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項（こ

れらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。  

３ 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した

明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）

に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書

に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲

又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書

面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一

項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項

（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）若しくは第四十三条

の三第一項若しくは第二項（これらの規定を同法第十一条第一項において準

用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、

当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の

書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に

相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出

願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願につ

いて出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十

九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。  

４ 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願

の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出し

なければならない。  

 

（先の出願の取下げ等）  

第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、
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その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたもの

とみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下

されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場

合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録

がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げ

られている場合には、この限りでない。  

２ 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出

願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げ

ることができない。  

３ 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から

経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の

主張が取り下げられたものとみなす。  

 

（パリ条約による優先権主張の手続）  

第四十三条 パリ条約第四条Ｄ（１）の規定により特許出願について優先権を

主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条Ｃ（４）

の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条Ａ（２）の規定によ

り最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年

月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しな

ければならない。  

２ 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパ

リ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若し

くは同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約

の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で

明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当す

るものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつて

その同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から

一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。  

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により当該最初の

出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により当該最初の出願と認め

られた出願の日  

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合

における当該優先権の主張の基礎とした出願の日  

三 その特許出願が前項、次条第一項（第四十三条の三第三項において準用す

る場合を含む。）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他

の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の
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日  

３ 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条

約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）

の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規

定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に

規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に

代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、

遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。  

４ 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同

項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失

う。  

５ 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）

によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交

換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項

の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の

番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定

める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適

用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。  

６ 第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者がその責めに

帰することができない理由により第二項に規定する期間内にその書類又は書

面を提出することができないときは、同項又は前項の規定にかかわらず、そ

の理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期

間の経過後六月以内にその書類又は書面を特許庁長官に提出することができ

る。 

７ 第一項の規定による優先権の主張をした者が前項の規定により第二項に規

定する書類又は第五項に規定する書面を提出したときは、第四項の規定は、

適用しない。 

 

（パリ条約の例による優先権主張） 

第四十三条の二 パリ条約第四条Ｄ（１）の規定により特許出願について優先

権を主張しようとしたにもかかわらず、同条Ｃ（１）に規定する優先期間（以

下この項において「優先期間」という。）内に優先権の主張を伴う特許出願を

することができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたこと

について正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許

出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、



参考資料２－３ 

5 
 

その特許出願について優先権を主張することができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 

 

第四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてし

た出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願につ

いて、これを主張することができる。 

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ

条約第三条の規定により同盟国の国民とみな

される者を含む。次項において同じ。） 

世界貿易機関の加盟国 

 

世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関

を設立するマラケシュ協定附属書一Ｃ第一条

３に規定する加盟国の国民をいう。次項にお

いて同じ。） 

パリ条約の同盟国又は世界

貿易機関の加盟国 

２ パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国

（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることと

しているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項にお

いて「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出願に基づく優先

権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国

の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定

の例により、特許出願について、これを主張することができる。  

３ 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 

 


